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市
内
の
認
可
保
育
園
は
９
月
現
在　
４４

か
所
で
、
０
歳
か
ら
就
学
前
ま
で
の
乳

幼
児
を
４
２
９
１
人
保
育
し
て
い
ま

す
。
保
育
所
運
営
に
要
す
る
総
事
業
費

は
、
国
基
準
保
育
所
運
営
費
（
８
時
間

保
育
な
ど
の
施
設
最
低
基
準
の
経
費
）

と
こ
れ
を
補
う
た
め
の
東
京
都
・
町
田

市
の
加
算
運
営
費
（　

時
間
開
所
・
延

１１

長
保
育
・
職
員
配
置
の
充
実
な
ど
の
経

費
）
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
保
育
料
は
、

国
基
準
保
育
所
運
営
費
の
一
部
を
負
担

し
て
い
た
だ
く
受
益
者
負
担
金
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
市
は
、
１
９
９
６
年
の

「
町
田
市
保
育
料
問
題
研
究
会
」
の
報

告
書
の
指
標
を
尊
重
し
、
補
助
金
算
出

の
た
め
に
定
め
ら
れ
た
国
基
準
保
育
料

の　

％
以
下
を
市
の
保
育
料
と
し
て
き

５０
ま
し
た
。
し
か
し
、
保
育
料
は
応
益
負

担
を
基
本
原
則
と
し
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
保
育
コ
ス
ト
に
対
し
て
ど
の

程
度
の
負
担
と
な
る
の
か
分
か
り
ず
ら

い
と
の
指
摘
が
あ
り
、
「
町
田
市
保
育

料
問
題
懇
談
会
」
（
以
下
「
懇
談
会
」

と
い
う
。
）
は
、
利
用
者
負
担
率
（
一

人
平
均
の
国
基
準
保
育
所
運
営
費
に
対

す
る
一
人
平
均
の
保
育
料
の
割
合
）　
２５

％
を
上
限
と
す
る
指
標
を
示
し
ま
し

た
。
グ
ラ
フ
１
の
上
段
は
、
昨
年
度
の

一
人
平
均
の
国
基
準
保
育
所
運
営
費
を

も
と
に
利
用
者
負
担
率　

％
を
モ
デ
ル

２５

化
し
た
も
の
で
す
。

　

利
用
者
負
担
率
は
、
保
育
単
価
と
利

用
者
世
帯
の
所
得
税
額
の
増
減
に
大
き

く
影
響
さ
れ
ま
す
が
、
１
９
８
９
年
度

に　

・
４
％
で
ピ
ー
ク
と
な
り
、
１
９

２９
９
６
年
度
改
定
時
に　

・
８
％
、
２
０

２４

０
０
年
度
に
は
減
税
の
影
響
に
よ
り　
１９

・
０
％
、
さ
ら
に
２
０
０
１
年
度
に
は

保
育
単
価
の
改
正
が
あ
り　

・
８
％
ま

１７

で
に
低
下
し
ま
し
た
。
昨
年
度
は
、
保

育
料
改
定
が
あ
り
、　

・
３
％
に
な
り

２１

ま
し
た
。
内
訳
は
、
一
人
平
均
の
国
基

準
保
育
所
運
営
費
７
万
３
１
３
円
、
一

人
平
均
の
保
育
料
１
万
４
９
９
８
円
で

し
た
（
グ
ラ
フ
１
の
下
段
）
。
１
９
９

６
年
度
の
一
人
平
均
の
保
育
料
が
、
１

万
４
５
６
２
円
で
し
た
の
で
、
こ
の
間

の
伸
び
率
は
３
・
０
％
で
し
た
。

　

一
方
、
保
育
所
総
事
業
費
は
、
１
９

９
６
年
度
は　

億
３
５
１
３
万
円
、
２

４３

０
０
３
年
度
は　

億
５
５
０
１
万
円
で

６３

　

・
６
％
増
加
し
、
国
基
準
保
育
所
運

４６営
費
も
１
９
９
６
年
度
は　

億
１
４
２

２１

７
万
円
、
２
０
０
３
年
度
は　

億
３
２

３５

６
１
万
円
で
、　

・
１
％
増
加
し
て
い

６７

ま
す
。
財
政
の
厳
し
い
現
状
で
利
用
者

負
担
率
が
低
下
す
る
こ
と
は
、
町
田
市

加
算
の
保
育
事
業
を
圧
迫
し
、
待
機
児

童
の
解
消
計
画
や
新
し
い
子
育
て
支
援

施
策
の
実
施
に
支
障
が
生
じ
る
こ
と
に

も
な
り
ま
す
。

　

こ
の
た
め
、
市
は
、
「
懇
談
会
」
の

示
し
た
指
標
を
踏
ま
え
段
階
的
、
定
期

的
に
保
育
料
を
見
直
し
て
行
き
ま
す
。

今
回
は
、
平
均
改
定
率
６
・
０
％
、
一

人
当
た
り
平
均
９
０
０
円
の
増
額
と
す

る
改
定
を
平
成　

年
４
月
か
ら
実
施
し

１７

ま
す
。

　

保
育
料
は
、
主
に
前
年
分
の
所
得
税

の
額
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

改
定
後
の
保
育
料
は
、
左
表
の
と
お
り

で
す
。

　

今
回
は
、
応
益
負
担
の
原
則
を
徹
底

さ
せ
る
た
め
に
、
様
々
な
改
定
を
し
て

い
ま
す
。

○
３
歳
児
区
分
の
設
定

　

３
歳
児
と
４
・
５
歳
児
と
で
は
職
員

配
置
基
準
に
１
・
５
倍
の
差
が
あ
り
、

保
育
コ
ス
ト
は
、
月
額
７
５
０
０
円
の

格
差
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
コ
ス

ト
に
応
じ
た
保
育
料
を
負
担
し
て
い
た

だ
く
た
め
３
歳
児
区
分
を
設
定
し
ま

す
。

○
階
層
区
分
の
変
更

　

所
得
税
額　

万
円
以
上
の
世
帯
に
対

７０

し
て
は
、
保
育
コ
ス
ト
の
大
部
分
を
負

担
す
る
べ
き
と
の
「
懇
談
会
」
の
提
言

が
あ
り
、
今
回
の
改
定
で
は
、
所
得
税

最
高
税
額
を
１
０
０
万
円
以
上
か
ら　
８５

万
円
以
上
と
し
、
Ｄ
階
層
を　

階
層
と

２０

し
ま
す
。

　

ま
た
、
Ｃ
階
層
で
は
、
所
得
税
が
非

課
税
で
市
民
税
の
所
得
割
が
あ
る
世
帯

を
所
得
割
税
額
５
０
０
０
円
で
２
つ
の

階
層
に
区
分
し
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
こ

の
階
層
の
利
用
者
負
担
率
が
都
下
各
市

と
比
較
し
、
低
い
た
め
で
す
。
た
だ

し
、
固
定
資
産
税
に
よ
る
加
算
は
、
廃

止
さ
れ
ま
す
。

○
同
一
世
帯
で
２
人
以
上
を
保
育
園
に

預
け
て
い
る
場
合
は
、
年
長
の
子
の
保

育
料
を
５
割
低
減
し
ま
す
。
こ
の
変
更

で
該
当
の
世
帯
で
は
、
改
定
前
よ
り
保

育
料
が
低
く
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

○
ひ
と
り
親
等
世
帯
の
軽
減
拡
充

　

所
得
税
が
非
課
税
で
市
民
税
課
税
が

い
ろ
い
ろ
な
病
気
を
疑
っ
て
み
る
必
要

が
あ
り
そ
う
で
す
。
い
つ
も
の
肩
こ
り

だ
か
ら
大
丈
夫
と
か
忙
し
い
か
ら
病
院

へ
行
く
の
は
ち
ょ
っ
と
な
ど
と
素
人
判

断
を
す
る
と
、
取
り
返
し
の
つ
か
な
い

段
階
ま
で
症
状
が
進
ん
で
い
た
と
い
う

こ
と
に
も
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

　

肩
こ
り
を
治
療
す
る
場
合
、
そ
の
原

因
が
明
ら
か
で
な
い
な
ら
ま
ず
病
院
を

受
診
し
て
、
原
因
や
病
気
を
特
定
し
て

も
ら
う
こ
と
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

ム
」
と
い
っ
た
特
徴

が
あ
り
ま
す
。
い
ず

れ
に
せ
よ
、
肩
の
こ

り
や
痛
み
を
一
つ
の

シ
グ
ナ
ル
と
し
て
、

こ
り
の
背
後
に
重
大
な
病
気
が
隠
れ
て

い
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
肩
こ
り
で
整

形
外
科
を
訪
れ
る
人
の
病
因
の
ほ
と
ん

ど
は
頸
部
椎
間
板
ヘ
ル
ニ
ア
や
変
形
性

頚
椎
症
な
ど
の
首
に
関
す
る
病
気
で

す
。
し
か
し
中
に
は
心
臓
や
肝
臓
な
ど

の
内
臓
の
病
気
の
他
、
目
、
耳
や
鼻
、

こ
こ
ろ
の
病
気
な
ど
が
隠
れ
て
い
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
ケ
ー

ス
で
は
、
症
状
の
出
方
に
特
徴
が
あ

る
の
で
、
そ
こ
を
見
極
め
る
こ
と
が
大

切
で
す
。
た
と
え
ば
内
臓
の
病
気
が
原

因
の
肩
こ
り
に
は
、
「
痛
む
場
所
が
漠

然
と
し
て
は
っ
き
り
し
な
い
」
「
姿
勢

や
動
作
と
関
係
な
く
痛
み
が
起
こ
る
」

「
痛
み
方
や
、
痛
む
時
間
が
ラ
ン
ダ

肩
こ
り
を
訴
え
る
人
の
う
ち
、
実
際
に

治
療
を
し
て
い
る
人
が　

・
３
％
、
そ

６２

の
内
訳
は
、
市
販
薬
の
服
用
が　

・
１

２８

％
、
整
体
や
鍼
灸
な
ど
の
民
間
療
法
が

　

・
８
％
、
医
療
機
関
へ
の
通
院
が　

２０

２０

・
７
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
肩

こ
り
を
感
じ
る
人
の
４
人
に
１
人
は
何

ら
か
の
治
療
を
必
要
と
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
す
。

　

ひ
と
く
ち
に
肩
こ
り
と
い
っ
て
も
、

特
に
心
配
の
な
い
も
の
も
あ
れ
ば
、
肩

　

人
間
の
体
は
構
造
的
に
肩
こ
り
に
な

り
や
す
く
、
し
か
も
肩
こ
り
の
ベ
ー
ス

と
な
る
老
化
現
象
を
避
け
て
通
る
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
条

件
は
誰
も
が
同
じ
は
ず
な
の
に
、
肩
こ

り
に
な
る
人
と
な
ら
な
い
人
が
い
る
の

は
一
人
ひ
と
り
の
生
活
習
慣
や
生
活
環

境
、
ま
た
、
隠
れ
た

病
気
が
大
き
く
関
わ

っ
て
い
る
こ
と
も
あ

る
の
で
す
。

　

自
覚
症
状
と
し
て

□問
 

オ
ペ
ラ
照
手
姫
公
演
実
行
委
員
会
事

務
局
（
相
模
原
市
民
文
化
財
団
内
）

11
０
４
２
・
７
４
９
・
２
２
０
５

○
日
時　
　

月　

日
（
土
）
・　

日

１１

１３

１４

（
日
）
午
後
３
時

○
会
場　

グ
リ
ー
ン
ホ
ー
ル
相
模
大
野

大
ホ
ー
ル

○
入
場
料　

大
人
５
０
０
０
円
・
学
生

３
０
０
０
円
・
高
校
生
以
下
（
６
歳
以

上
）
１
０
０
０
円

○
交
通　

小
田
急
線
相
模
大
野
駅
か
ら

徒
歩
５
分

相模原市�

あ
る
世
帯
（
Ｃ
階
層
）
に
ひ
と
り
親
等

世
帯
の
区
分
を
設
け
、
保
育
料
を
軽
減

し
ま
す
。

○
税
額
の
刻
み
の
変
更

　

今
年
度
、
所
得
税
法
の
配
偶
者
特
別

控
除
の
一
部
が
廃
止
さ
れ
ま
し
た
が
、

こ
れ
に
よ
り
、
所
得
に
増
減
が
な
い
世

帯
で
も
所
得
税
が
増
え
る
た
め
、
保
育

料
が
高
く
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
負
担
増
を
緩
和
す
る
た
め
、
Ｄ
１

か
ら
Ｄ
５
ま
で
の
階
層
の
税
額
の
刻
み

を
変
更
し
ま
す
。
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本
年
３
月
「
町
田
市
保
育
料
問
題
懇
談
会
」
は
、
「
利
用
者
負
担
率　

％
２５

は
、
当
面
は
超
え
て
は
な
ら
な
い
上
限
の
水
準
で
あ
る
」
と
す
る
最
終
報
告

書
を
ま
と
め
ま
し
た
。
現
行
保
育
料
の
利
用
者
負
担
率
は
、　

・
３
％
と
都

２１

下　

市
で　

位
の
水
準
に
あ
り
ま
す
が
、
保
育
所
運
営
費
は
増
大
す
る
一
方

２６

２０

で
、
今
後
も
待
機
児
童
解
消
に
向
け
た
保
育
園
の
新
増
設
や
多
様
化
す
る
子

育
て
支
援
施
策
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
ほ
ど
市
で
は
、
平

均
６
％
増
の
保
育
料
改
定
案
を
議
会
に
提
案
し
、
可
決
成
立
し
ま
し
た
。
改

定
の
実
施
は
、
平
成　

年
４
月
か
ら
で
す
。

１７

　

市
民
の
皆
さ
ん
の
ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

□問
 

子
育
て
支
援
課　
　

11
７
２
４
・
２
１
３
８

肩
こ
り
に

肩
こ
り
に

潜
む
病
気

　
　

潜
む
病
気

◇
保
育
料
改
定
の
考
え
方

◇
改
定
の
あ
ら
ま
し
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割のみ課税されている世帯Ｃ－２

２７０１,３５０２,７００２７０１,３５０２,７００３４０１,７００３,４００ひとり親世帯等で、所得
割が課税されている世帯Ｃ－３

２８０１,４００２,８００２８０１,４００２,８００３６０１,８００３,６００ひとり親世帯等を除き、
所得割５,０００円未満の世帯Ｃ－４

３１０１,５５０３,１００３１０１,５５０３,１００３８０１,９００３,８００ひとり親世帯等を除き、
所得割５,０００円以上の世帯Ｃ－５

４１０２,０５０４,１００４３０２,１５０４,３００４５０２,２５０４,５００５,０００円未満Ａ
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Ｄ－１

５５０２,７５０５,５００５７０２,８５０５,７００６６０３,３００６,６００５,０００円以上   
２０,０００円未満Ｄ－２

６９０３,４５０６,９００７２０３,６００７,２００９７０４,８５０９,７００２０,０００円以上 
４０,０００円未満Ｄ－３

９００４,５００９,０００９４０４,７００９,４００１,３１０６,５５０１３,１００４０,０００円以上
６０,０００円未満Ｄ－４

１,０７０５,３５０１０,７００１,１２０５,６００１１,２００１,５７０７,８５０１５,７００６０,０００円以上
８０,０００円未満Ｄ－５

１,２４０６,２００１２,４００１,３６０６,８００１３,６００１,８７０９,３５０１８,７００８０,０００円以上 
１１０,０００円未満Ｄ－６

１,３９０６,９５０１３,９００１,５２０７,６００１５,２００２,１４０１０,７００２１,４００１１０,０００円以上  
１４０,０００円未満Ｄ－７

１,５６０７,８００１５,６００１,７１０８,５５０１７,１００２,４１０１２,０５０２４,１００１４０,０００円以上  
１７０,０００円未満Ｄ－８

１,７５０８,７５０１７,５００１,９２０９,６００１９,２００２,７６０１３,８００２７,６００１７０,０００円以上  
２００,０００円未満Ｄ－９

１,９００９,５００１９,０００２,０９０１０,４５０２０,９００３,０２０１５,１００３０,２００２００,０００円以上  
２４０,０００円未満Ｄ－１０

２,０５０１０,２５０２０,５００２,２５０１１,２５０２２,５００３,２６０１６,３００３２,６００２４０,０００円以上  
２８０,０００円未満Ｄ－１１

２,１８０１０,９００２１,８００２,３９０１１,９５０２３,９００３,５１０１７,５５０３５,１００２８０,０００円以上  
３２０,０００円未満Ｄ－１２

２,３１０１１,５５０２３,１００２,５４０１２,７００２５,４００３,７４０１８,７００３７,４００３２０,０００円以上  
３６０,０００円未満Ｄ－１３

２,４６０１２,３００２４,６００２,７００１３,５００２７,０００３,９６０１９,８００３９,６００３６０,０００円以上  
４００,０００円未満Ｄ－１４

２,６００１３,０００２６,０００２,８６０１４,３００２８,６００４,１７０２０,８５０４１,７００４００,０００円以上  
４４０,０００円未満Ｄ－１５

２,７５０１３,７５０２７,５００３,０２０１５,１００３０,２００４,３９０２１,９５０４３,９００４４０,０００円以上  
５４０,０００円未満Ｄ－１６

２,９００１４,５００２９,０００３,１９０１５,９５０３１,９００４,６４０２３,２００４６,４００５４０,０００円以上  
６４０,０００円未満Ｄ－１７

３,０６０１５,３００３０,６００３,３６０１６,８００３３,６００４,８９０２４,４５０４８,９００６４０,０００円以上  
７４０,０００円未満Ｄ－１８

３,２２０１６,１００３２,２００３,５４０１７,７００３５,４００５,１４０２５,７００５１,４００７４０,０００円以上  
８５０,０００円未満Ｄ－１９

３,２２０１６,１００３２,２００３,５４０１７,７００３５,４００５,３８０２６,９００５３,８００８５０,０００円以上Ｄ－２０
（注１）　入所した児童が同一世帯において複数いる場合の徴収金基準額は、末子の児童にあっては「１人」の徴収金基準
額を、末子を除く児童のうち低年齢児の１人にあっては「２人」の徴収金基準額を、その他の児童にあっては「３人以上」
の徴収金基準額をそれぞれ適用する（入所した児童が１世帯１人であるときは、「１人」の徴収金基準額を適用する）。
（注２）　ひとり親世帯等には、保育園入所児と生計を同一にする世帯で身体障害者手帳・愛の手帳を持っている方がいる
場合も含まれます（ただし、祖父母の場合は、児童の扶養義務者に限ります）。


